
商号又は名称 株式会社　明日香村

代　 表　 者 明日香　太郎

　　令和７年度物品等の製造、販売、買受け並びに役務提供等の競争入札参加

　資格審査申請を受け付けました。

奈良県明日香村役場　総務財政課

■ 申請を済まされた業者の皆様へ
　１　受付時に内容審査を済ませていますので、この受付票を交付された業者は登録さ
　　れることになります。資格審査結果の通知は行いません。
　　　また、登録後、申請内容等に虚偽等が判明した場合は、登録の取消し等の措置を
　　行うことがあります。
　２　申請内容に変更が生じたときは、変更届出書を必ず提出して下さい。
　（１）変更届出が必要な事項

 

 

　（２）提出期限
　　　　　変更の日から１４日以内に提出して下さい。　
　（３）提 出 先
　　　　　明日香村役場　総務財政課
　（４）提出方法
　　　　　持参又は郵送

受　付　印

明日香村入札参加資格審査申請受付票（物品等）

届出に必要な添付書類変更が生じた項目

 商業登記簿謄本（写し可）

　　　　　【一般競争入札を実施します】
　平成３０年４月１日より、測量・建設コンサルタン
ト等及び物品の役務提供（各種調査・研究・分析類）
の入札については一般競争入札により実施します。
　明日香村の一般競争入札については毎月２・４月曜
日（祝日にあたる場合はその翌日）を公告日としてい
ますので、村公式ホームページの入札情報を確認して
下さい。

 商号又は名称、本店所在地

　　　・物品等）のいずれかを○で囲み、受付番号欄に上記受付印番号を記載して下さい。

（注１）変更届出の際は、村ホームページより所定様式をダウンロードのうえ使用して下さい。

（注２）変更届出の際は、所定様式表題下の区分（建設工事等・測量設計コンサルタント等

 商業登記簿謄本（写し可）
　※受任者がある場合は委任状

 委任状

 営業に関し必要とされる資格の証明
 書、許可書（写し)

 営業に関し必要とされる資格の証明
 書、許可書の内容

 受任者

 代表者（法人の場合）

 登録する営業所の名称又は所在地



村内 県内 県外 支・営 村内 県内 県外

※　委任されている場合は、受任の会社名と受任者を記入して下さい。（委任状参照）

※ 下記の該当するものに○印で囲んで下さい。

1

4

5

3 役 務 提 供

そ の 他

 

 41 広告・宣伝類　42 情報処理・システム開発類　43 翻訳・通訳・速記類　44 各種調査・研究・分析類

 45 事務機器保守・点検類　46 ＯＡ・事務機器リース類　47 電気・通信設備保守管理類　　48 医療・臨床検査類

 49 消防用設備保守類　50 草刈・清掃・防除類　51 廃棄物処理類　52 運送請負類　53 イベント用品レンタル類

 54 警備類　55 旅行業類　56 その他

物 品 の 買 受 け

令和７年度 本店

Ｆ Ａ Ｘ ０７４４－５４－２４４０

株式会社
カブシキガイシャ

　明日香村
ア ス カ ム ラ

明日香　太郎

明日香村入札参加資格申請パンチ入力表（物品等）

業 者 番 号

代 表 者 名 代表者役職名

会 社 名
フ リ ガ ナ

　□　委任あり　□　委任なし　　※どちらかにチェックして下さい。※受付時に窓口で記入します。

電 話 番 号

代表取締役

６３４－０１４２

奈良県高市郡明日香村大字橘２１番地

０７４４－５４－２００１

住 所

郵 便 番 号

 11 印刷・製本類　12 看板・標識類　13 什器・装飾品類　14 その他○ 物 品 の 製 造

希望する物品の製造等の種別

2 物 品 の 販 売

 
 21 文具・事務機器類　22 ＯＡ及び関連機器類　23 教材・運動用品類　24 書籍・雑誌類　25 家具・装備用品類
 26 燃料類　27 自動車・二輪車・自転車類　28 電気器具類　29 衣料、日用品・雑貨類　30 食料品類
 31 食器・厨房機器類　32 医薬品・衛生品類　33 医療・介護用機器・用品類　34 消防・防災用品類
 35 土木、上下水道用資機材類　36 建築用資機材類　37 農業用資機材類　38 選挙用品類　39 包装・梱包資材類
 40 その他



01 委任状の有無 受任者の数
 (有：1、無：0)

令和７年度において、明日香村及び明日香村上下水道担当課(奈良県広域水道企業団(令和７年度事業開始予定)を含む)で行われる物品の製造等に係る

競争入札に参加する資格の審査を申請します｡ なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します｡

  令和 ７ 年 ２ 月 ３ 日

04

05

06

07

08

09

13

15

ラ ン カ チ ゛ ナハ゛ タアオ サオ

0 人

令和５年１０月１日から令和６年９月３０日まで

１００，０００ 千円

総 職 員 数 11 年 145営 業 年 数

年 間 売 上 高

1

本社(店)ＦＡＸ番号 0 7 4 4 05 47 4 4 －0 12 担当者ＦＡＸ番号－ 5 4

03

明日香村長　森川裕一　様

一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書（物品等）

１：新規 02
２：更新

0 04 － 5 4

郎

0

－ 2担当者電話番号 0 7 4

－ 2 4 4 － 2 4 4

7 4 4 －

10 担 当 者 氏 名 飛 鳥

0 0 1 115 4 － 2

日 香 太 二 郎

シ ロ゛ ウア ス カ

表 取 締 役

フ リ ガ ナカ タ ウス ロ

称 号 又 は 名 称 （ 株 ） 明 日 香 村

フ リ ガ ナ ア カ ラ

良 県 明 日高 市 地橘 2 1 番香 村 大 字郡

本社(店)郵便番号 6 3 4 2

ケ

0 1 4

ク ア ラス ムカ゛ チフ リ ガ ナ ナ

本 社 ( 店 ) 住 所 奈

フ リ ガ ナ ア

本社(店)電話番号 0

役 職 代

代 表 者 氏 名 明

ス ム

タ イ ン



16 希望する営業品目等（○印で囲んで下さい。

立木竹

その他

11 印刷・製本類　12 看板・標識類　13 什器・装飾品類　14 その他

※ 希望する営業品目等を記入して下さい。

観光案内板、選挙用ポスター掲示板、垂幕、道路標識など

21 文具・事務機器類　22 ＯＡ及び関連機器類　23 教材・運動用品類　24 書籍・雑誌

類

25 家具・装備用品類　26 燃料類　27 自動車・二輪車・自転車類　28 電気器具類

29 衣料、日用品・雑貨類　30 食料品類　31 食器・厨房機器類　32 医薬品・衛生品類

33 医療・介護用機器・用品類　34 消防・防災用品類　35 土木、上下水道用資機材類

36 建築用資機材類　37 農業用資機材類　38 選挙用品類　39 包装・梱包資材類

40 その他

※ 希望する営業品目等を記入して下さい。

41 広告・宣伝類　42 情報処理・システム開発類　43 翻訳・通訳・速記類

44 各種調査・研究・分析類　45 事務機器保守・点検類　46 ＯＡ・事務機器リース類

47 電気・通信設備保守管理類　　48 医療・臨床検査類　49 消防用設備保守類

50 草刈・清掃・防除類　51 廃棄物処理類　52 運送請負類　53 イベント用品レンタル

類

54 警備類　55 旅行業類　56 その他

※ 希望する営業品目等を記入して下さい。

物 品 の 製 造

物 品 の 販 売

そ の 他

役 務 提 供

物品の買受け

※ 希望する営業品目等を記入して下さい。



委任者 所     在     地

商号又は名称

代表者職氏名

　私は、次の者を代理人と定め、令和　７　年　４月　１日から令和　８年　３月３１日まで、

下記の権限を委任いたします。

受任者 所     在     地

商号又は名称

代表者職氏名

（委任事項）

１　入札及び見積に関する事項

２　契約の締結、履行に関する事項

３　物件納入、その他の業務の供給に関する事項

４　契約金、前払金及び部分払金の請求並びに受領に関する事項

５　復代理人選任及び解任に関する事項

委 任 状

令和　７ 年 　２ 月 　３ 日

記

　　明日香村長　森川裕一　様

実
印

使
用
印



令和　７年　２月　３日

　明日香村長　森川裕一　様

奈良県高市郡明日香村大字橘２１番地

代 表 者 氏 名 代表取締役　明日香　太郎

承　諾　書

　私は、明日香村及び明日香村上下水道担当課(奈良県広域水道企業団(令
和７年度事業開始予定)を含む)で行われる令和７年度明日香村における物
品の製造等入札参加資格審査に係る申請書を提出のうえは、入札への参
加・契約締結・履行に関して関係法令等を遵守し、当該申請内容につい
て、その有効期間中の村税及び公共料金等の納付情報のほか必要関連事項
に係る調査に協力することを承諾します。また、当該有効期間内において
申請内容に相違が確認等された場合には、入札参加資格を喪失するなど、
いかなる処分を受けることも承諾します。
　さらに、次の事項に該当することとなった場合には、競争入札の参加資
格を取り消されても何ら異存のないことを誓約します。さらに、参加資格
の確認のため、必要な官公庁への照会を行うことについて同意します。

１　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続き開始
の決定を受けて復権を得ない者
２　入札参加資格を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者
３　暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３
年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定す
る暴力団員をいう。以下同じ。）
４　暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員の経営に実質的に関与している者
５　その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又
は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者
６　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等
直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与してい
る者
７　５及び６に掲げる場合のほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難さ
れるべき関係を有している者

所 在 地

商号又は名称 （株）明日香村
実
印



6 3 4 － 0 7 4 4 － 5 4 － 2 0 0 1

0 1 4 2 0 7 4 4 － 5 4 － 2 4 4 0

6 3 4 － 0 7 4 4 － 1 2 － 3 4 5 6

0 0 0 0 0 7 4 4 － 5 4 － 3 4 5 7

－

－

－

－

－

－

－

－

1 本表は、申請日現在で作成すること。
2 「営業所名称」欄には、本店及び支店等営業所の名称を記載すること。本店のみの場合は、本店の名称を記載すること。
3 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。
4 「電話番号・ＦＡＸ番号」欄には、上段に電話番号を、下段にＦＡＸ番号を記載することとし、市外局番、市内局番及び番号は、「－（ハイフン）」で区切ること。

4

5

電話番号（上段）

ＦＡＸ番号（下段）

本　　　店1

所　　　在　　　地番号 営　　業　　所　　名　　称 郵便番号

奈良県高市郡明日香村大字橘２１番地

奈良県橿原市藤原１２３番地

営　　　業　　　所　　　一　　　覧　　　表

記載要領

10

9

8

6

2 橿原営業所

3

7



奈良県高市郡明日香村大字橘２１番地

株式会社　明日香村

代表取締役

　明　日　香　　太　郎

　次の印鑑は、入札・見積に参加し、契約の締結並びに代金の請求及び受領をするため使用したい

のでお届けします。

使用印 実　印

入札、契約等 印鑑登録
に使用する印 してある印

使 用 印 鑑 届

代 表 者 氏 名

令和　７年　２月　３日

所 在 地

商号又は名称

　明日香村長　森川裕一　様

実
印

使
用
印

実
印
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